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はじめに 

 

昨今、気候変動に代表される地球環境問題は深刻化しており、国内外において社会変革に

向けた取組の重要性が増す中、大阪市では、経済・社会・環境の統合的な向上を掲げ、令和

元年 12 月に「大阪市環境基本計画」を改定し、新たに「SDGs 達成に貢献する環境先進都

市」をめざすこととしている。 

環境影響評価制度は、大規模事業の実施にあたり、事業者に適切な環境配慮を促すことで、

環境基本計画の目標の達成をめざしていることから、当制度に新たに SDGs の考え方を盛り

込むことにより、SDGs 達成に向けた事業者の取組を促進する必要がある。 

こうした状況を踏まえ、令和 3 年 2 月 22 日に大阪市長から環境影響評価専門委員会に対

し、環境影響評価技術指針の改定について諮問がなされた。 

本報告は、この諮問を受けて、事業者が配慮すべき事項など環境影響評価技術指針の改定

について専門的・技術的な立場から検討を行い、取りまとめたものである。 

 

 

令和 3 年 月 日 

大阪市環境影響評価専門委員会 

会 長 近 藤 明 
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１ 改定の方針について 

 

環境影響評価技術指針（以下「技術指針」という。）は、大阪市環境影響評価条例に基

づき、環境影響評価等が科学的知見に基づき適切に行われるために必要な技術的事項を

定めたものであり、「環境配慮事項」と「環境影響評価項目」及び各項目の調査・予測・

評価の手法を定めている。 

事業者は、規模・配置・形状や土地利用計画、施設計画等の事業計画の検討にあたって、

「環境配慮事項」に基づき、具体的な配慮の内容を検討し、事業計画を策定する。 

この事業計画に基づいて事業を行った場合の環境に与える影響について、「環境影響評

価項目」ごとに調査・予測・評価を行い、環境影響評価図書を作成することとなる。 

SDGs は分野横断的な概念であり、大気質や水質など単一の環境要素に留まらず、複数

の環境要素に影響を及ぼすものであることから、SDGs の達成に資する取組を促進するた

めには、環境影響評価の基礎となる「事業計画」に働きかけることが効果的である。 

このことから、技術指針改定にあたっては、事業計画の策定手順に SDGs 達成への貢

献を位置付けたうえで、「環境配慮事項」にその達成に資する取組を盛り込むことが適当

である。 

 

２ 環境配慮項目について 

 

技術指針において、環境配慮事項は環境保全上の見地から配慮の対象とする環境配慮

項目ごとに定められている。環境配慮事項の検討に先立ち、今後必要となる環境配慮項目

を次のとおり取りまとめた。 

環境配慮項目の改定にあたっては、次に掲げる項目を盛り込むことが適当である。 

 

〔現行の環境配慮項目〕 

・「周辺との調和」「循環」「生活環境」「自然環境」「歴史的・文化的環境」「環境負荷」

の６区分について、環境配慮項目を定めている。 

〔今後配慮が必要な項目〕 

・災害時の都市機能の維持により、まちのレジリエンスの向上を図る観点から、気候

変動適応策への配慮が必要である。 

・次世代を見据えた中長期的な環境問題の克服とともに、生活の質の向上や経済の発

展にも繋げる観点から、環境イノベーションへの配慮が必要である。 

 

以上の考え方を踏まえ、整理した環境配慮項目を表１に示す。 
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表１ 環境配慮項目 

区分 環境配慮項目 

周辺との調和 周辺土地利用との調和、改変区域の位置・規模・形状の適正化 

循環 資源循環、水循環 

生活環境 

大気質、水質・底質、地下水、騒音、振動、低周波音、悪臭、 

地盤沈下、土壌、日照阻害、電波障害、都市景観、ヒートアイラ

ンド、風害、交通安全 

自然環境 
地象、水象、動物、植物、生態系、自然景観、自然とのふれあい

活動の場 

歴史的・文化的

環境 
歴史的・文化的景観、文化財 

地球環境 温室効果ガス、オゾン層破壊物質、気候変動適応策 

次世代への貢献 環境イノベーション 

 

 

３ 環境配慮事項について 

 

現行の環境配慮事項に加え、事業計画の策定にあたって今後配慮が必要な事項を次の

とおり取りまとめた。 

環境配慮事項の改定にあたっては、次に掲げる事項を盛り込むことが適当である。 

 

（１）周辺との調和 

〔現行の環境配慮事項〕 

・地域の環境計画との整合や位置、規模、形状等の適正化による環境への影響の回避・

低減等への配慮を求めている。 

〔今後配慮が必要な事項〕 

・我が国では、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボ

ンニュートラル」をめざしており、今後、地域のまちづくりに関連する計画におい

ても脱炭素に向けた取組が主流化すると考えられることから、事業計画において

はこうした傾向に留意する必要がある。 

 

（２）循環 

〔現行の環境配慮事項〕 

・リユース・リサイクル等の資源循環及び雨水の有効利用や地下浸透システムの導入

等水循環への配慮を求めている。 

〔今後配慮が必要な事項〕 

・3R の取組にあたっては、プラスチックごみによる海洋汚染や、食料のみならず、

生産から廃棄に要したエネルギーを浪費する食品ロスが世界的な課題となってい

ることに留意する必要がある。 
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（３）生活環境 

〔現行の環境配慮事項〕 

・適切な交通アクセスの確保、公共交通機関の利用促進、低公害車の導入など、自動

車による環境影響の低減への配慮を求めている。 

・施設の規模、配置及び構造や、工事計画等について、大気汚染・水質汚濁・騒音等

による影響の回避・低減への配慮を求めている。 

・建物・構造物の配置等について、日照阻害、電波障害、風害による影響の回避・低

減及び良好な都市景観の形成への配慮を求めている。 

・人工排熱の低減や一体的なオープンスペースの確保など、ヒートアイランド対策へ

の配慮を求めている。 

・歩行者等の交通安全の確保への配慮を求めている。 

〔今後配慮が必要な事項〕 

・大気環境の改善や自動車からの CO2 排出削減に向けて、次世代自動車の導入や、

高齢化が進む地域の交通や新たな観光資源の確保が期待できるグリーンスローモ

ビリティなど地域のニーズに応じたモビリティの推進への配慮が必要である。 

・また、自動車依存の低減に向けて、公共交通機関の利用促進に加えて、移動の脱炭

素化や健康の増進に資する自転車の利用促進への配慮が必要である。 

・歩行者空間の整備にあたっては、すべての人々に配慮したまちづくりの観点から、

バリアフリー化など高齢者や障がいのある人への配慮が必要である。 

・ヒートアイランド対策については、人工排熱の低減等の対策に加えて、暑熱環境に

適応し、熱中症の予防を図る観点から、クールスポット創出への配慮が必要である。 

・都市景観の形成にあたっては、一層の都市魅力向上の観点から、地域の特性に応じ

た眺望景観・夜間景観の形成への配慮が必要である。 

 

（４）自然環境 

〔現行の環境配慮事項〕 

・地形、地質、海域の潮流・波浪、動植物の生息・生育環境、自然とのふれあいへの

影響の回避・低減への配慮を求めている。 

・土地利用や施設の検討にあたり、生物多様性の拠点整備や普及啓発活動への配慮を

求めている。 

〔今後配慮が必要な事項〕 

・自然環境は CO2 の吸収機能や雨水の流出抑制等による防災機能に加えて、市街地

においては生物多様性に関する意識を高める貴重な場となり得ることから、新た

に生物多様性の保全に資する自然環境を創出し、人がふれあうことのできる環境

の整備への配慮が必要である。 
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（５）歴史的・文化的環境 

〔現行の環境配慮事項〕 

・建物・構造物の配置・デザイン等について、周辺の伝統的景観との調和など歴史・

文化的景観への配慮を求めている。 

・土地の改変等にあたり、文化財の保全への配慮を求めている。 

〔今後配慮が必要な事項〕 

・現行の環境配慮事項に基づき、引き続き地域の歴史的・文化的景観や文化財の保全

への配慮が必要である。 

 

（６）地球環境 

〔現行の環境配慮事項〕 

・省エネルギー型機器や再生可能エネルギーの利用及びエネルギー消費の一元的な

管理等によるエネルギー使用の合理化への配慮を求めている。 

〔今後配慮が必要な事項〕 

・太陽光発電や地中熱・下水熱など大阪の地域特性に応じた再生可能エネルギーや、

水素等の次世代エネルギーの導入を図るとともに、再生可能エネルギーの調達な

ど、エネルギーの脱炭素化への配慮が必要である。 

・また、エネルギー管理にあたっては最新のデジタル技術や行動科学の知見の活用等

により、一層の合理化・効率化への配慮が必要である。 

・建築物は一度建築されると長期間使用されることから、新築段階でより高い環境性

能を確保するために、外皮性能の向上等熱負荷の抑制や、健全な森林保全等にも繋

がる国産木材の利用への配慮が必要である。 

・気候変動による影響に対処し、被害を回避・軽減する観点から、エネルギーの安定

供給に資する個別・分散型エネルギーシステムの導入や、地下空間における浸水対

策等の風水害対策への配慮が必要である。 

 

（７）次世代への貢献 

〔現行の環境配慮事項〕 

・現行の環境配慮事項はない。 

〔今後配慮が必要な事項〕 

・2050 年カーボンニュートラルの達成に向けて、これまでの延長線上にない取組が

不可欠であることから、社会実装に向けて開発・実証段階にある革新的な技術の導

入への配慮が必要である。 

 

以上の考え方を踏まえ、整理した環境配慮事項を表 2 に示す。 

また、現行の技術指針の参考資料〔参考－７〕において、大規模建築物に係る環境配

慮の具体的な内容の方法書記載例が示されていることから、同様に記載例を併せて示

した。 

なお、環境配慮事項と SDGs の各ゴールとの対応については本報告の参考資料に掲

載した。
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表２ 環境配慮事項及び大規模建築物に係る方法書記載例 

環境配慮事項 

面
整
備 

交
通
施
設 

供
給
・
処
理
施
設 

埋
立
事
業 

建
築
物 

駐
車
場 

地
下
利
用
施
設 

大規模建築物に係る 

方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

１ 周辺との調和 

１－１ 周辺土地利用との調和 

脱炭素社会の実現に向けたまち

づくりなど、地域の環境計画の

方針・目標等との整合を図るこ

と。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

事業計画地が位置する地域

のまちづくり方針に基づき、再

生可能エネルギーを積極的に

導入するとともに、水素の利用

と合わせて製造事業者や輸送

事業者と連携してサプライチ

ェーンの構築を検討し、低炭素

化を図るとともに、エネルギー

の多重化による地域の災害へ

の対応力の強化を図る。 

事業の規模・形状及び施設の配

置・構造等の検討にあたっては、

周辺地域の環境や土地利用との

調和を図り、環境への影響の回

避又は低減に努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

高層棟をできるだけ南側に

配置し、周辺への日影の影響を

できるだけ軽減する計画とす

る。 

駐車場台数を必要最小限と

するなど、周辺交通量の増加を

誘引しない計画を検討する。 

駐車場出入口箇所を必要最

小限とするなど、歩行者の安全

性確保のための対策を検討す

る。 

事業計画地の下流域及び周辺地

域において、地下水利用等があ

る場合は、これらの利水への影

響の回避又は低減に努めるこ

と。 

○ ○ ○    ○  

１－２ 改変区域の位置・規模・形状の適正化 

土地の改変や樹林の伐採等を行

う場合には、その改変区域の位

置・規模・形状の選定にあたっ

て環境への影響の回避又は低減

に努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

建物配置の工夫により、現存

する広葉樹の一部を現位置で

保全し、緑地帯として整備する

計画とする。 

事業計画地内での土工量バラン

スに配慮するよう努めること。 
○ ○ ○  ○ ○  

掘削土量低減のため、地下構

造物の撤去・建設にあたって

は、必要最小限の掘削とする。 

また、掘削土を植栽マウンド

に活用するなどの場内利用を

推進し、搬出土量の抑制に努め

る。 
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環境配慮事項 

面
整
備 

交
通
施
設 

供
給
・
処
理
施
設 

埋
立
事
業 

建
築
物 

駐
車
場 

地
下
利
用
施
設 

大規模建築物に係る 

方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

２ 循環 

２－１ 資源循環 

プラスチックごみや食品ロスの

削減など、供用中における廃棄

物の発生抑制や循環資源のリユ

ース・リサイクルに努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

共通の通い箱を活用した梱

包材の発生抑制や、給水スポッ

トの設置などプラスチック類

を含むごみの削減に努める。 

入居テナントの飲食店に対

して小盛メニューの設定を奨

励するなど食品ロス削減の取

組を推進するとともに、施設か

ら発生する生ごみからのエネ

ルギー回収などを検討し、食品

廃棄物の削減を図る。 

再生利用等が容易にできるよう

適切な資材や工法を選定するな

ど、工事の実施や将来の解体に

より生じる廃棄物の発生抑制や

循環資源のリユース・リサイク

ルに努めること。また、残土の

発生抑制及び有効利用に努める

こと。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

長期使用が可能な資材や再

利用や再資源化に配慮した建

設資材を選定するとともに、解

体時に発生した廃棄物は種類

ごとに場内で分別するなど、廃

棄物の発生抑制、再利用、再資

源化等について適切な措置を

講じる。 

また、土留・杭工事における

汚泥発生量を低減する工法の

採用等により、廃棄物の発生抑

制を図るとともに、適正処理に

よる再生活用を図る。 

掘削土の敷地内利用に努め

るとともに、残土として搬出す

る際は、工事間流用の仕組みを

積極的に活用し、他の工事現場

の埋め戻し土として有効利用

を図る。 

２－２ 水循環 

雨水の有効利用、水の回収・再

利用を図るなど、水の効率的利

用に努めること。 

  ○  ○ ○ ○ 

水の効率的利用を図るため、

敷地内の雨水や厨房排水の一

部を再利用する。 

雨水の地下浸透システムの導

入、保水機能に配慮した土地利

用を図るなど、雨水の貯留浸透・

地下水涵養能力の保全・回復に

努めること。 

○ ○ ○  ○ ○  

浸透性の雨水排水管の採用

や、浸透機能を持たせた植栽帯

の整備等により、雨水の地下浸

透を促進する。 
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環境配慮事項 
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方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

３ 生活環境 

３－１ 大気質､水質･底質､地下水､騒音､振動､低周波音､悪臭 

自動車交通による環境影響を低

減するため、供用時における道

路、鉄道等の交通網を考慮して、

適切な交通アクセスを確保する

よう努めること。 

○  ○ ○ ○ ○  

公共交通機関の利用者の利

便性に配慮するため、最寄りの

地下駅に直接通じる地下連絡

通路の整備を検討する。 

公共交通機関の利用促進、物流

の効率化などにより、施設供用

時に発生する自動車交通量の抑

制に努めること。 

○  ○ ○ ○ ○  

開業後はホームページやチ

ラシを通じて、来客者に公共交

通機関の利用を呼びかけ、来客

車両の抑制に努める。 

また、商品の共同仕入れによ

り、搬入車の台数削減に努め

る。 

地域のニーズに応じた自転車駐

輪対策や自転車通行環境の整備

等、自転車の利用促進に努める

こと。 

  ○  ○ ○  

必要な駐輪台数の駐輪場を

整備し、適切に案内・誘導を行

うとともに、関係機関と連携

し、開発区域内に自転車道等を

設けることにより、自転車の利

用促進を図る。 

施設で使用管理する車両につい

ては、電気自動車(ＥＶ)、燃料

電池自動車(ＦＣＶ)など次世代

自動車の導入に努めるととも

に、ＥＶ用充電施設の設置につ

いて検討すること。また、地域

のニーズに応じたモビリティの

活用推進に努めること。 

  ○  ○ ○  

施設で使用管理する車両に

ついては、電気自動車などの次

世代自動車の導入を図る。 

また、駐車場にＥＶ用充電施

設を設置するとともに、カーシ

ェアリングへの電気自動車の

採用について検討する。 

さらに、グリーンスローモビ

リティなど、新たな移動手段に

配慮した移動空間の整備につ

いても検討する。 

施設の規模、配置及び構造の検

討にあたっては、大気汚染、水

質汚濁、騒音、振動、悪臭、有

害化学物質等による環境影響の

回避又は低減に努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

空調熱源については河川水

を利用した高効率な地域熱供

給施設を導入し、大気汚染物質

の排出を抑制する。 

厨房排気については脱臭装

置を設置する。 

屋外に設置する空調設備等

については低騒音型機器を採

用する。 
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環境配慮事項 
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方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

工事計画の策定にあたっては、

周辺環境への影響の少ない工法

の採用、低公害型機械の使用、

散水の実施等により、大気汚染、

騒音、振動、粉じん、濁水等に

よる環境影響の回避又は低減に

努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

低公害型機械・工法を採用

し、環境影響の回避・低減を図

る。 

建築資機材等の運搬にあた

っては、車両走行ルートの適切

な選定、通行時間帯の配慮、輸

送効率の向上、運転者への適正

走行の周知徹底、工事関係車両

の運行管理などを行う計画と

する。 

低ＶＯＣ塗料等を使用し、有

害化学物質による環境影響の

回避・低減に努める。 

３－２ 地盤沈下 

地下水位の低下や地盤の変形が

生じないよう配慮するなど、地

盤沈下の防止に努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

山留壁の変形や欠損に伴う

漏水を防止するため、高剛性高

遮水性の山留壁を難透水層ま

で貫入させ、地下水を遮水する

工法を採用する。 

３－３ 土壌 

土壌汚染の発生及び拡散防止に

努めること。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

土地の履歴調査の結果、有害

物質の使用履歴が確認された

ことから、関係法令に基づいた

調査を実施し、適切に対応す

る。なお、調査結果は環境影響

評価準備書に記載する。 

３－４ 日照阻害、電波障害 

建物・構造物の配置・形状の検

討にあたっては、日照阻害、電

波障害に関する周辺環境への影

響の回避又は低減に努めるこ

と。 

○ ○ ○  ○ ○  

建築物高層部をセットバッ

クすることで、日照阻害・電波

障害の抑制に努める。 

３－５ 都市景観 

建物・構造物の配置･デザイン･

色彩等については、周辺景観と

の調和や地域性に配慮した工夫

を施すとともに、必要に応じて

植栽等で修景することにより、

地域の特性に応じた眺望景観・

夜間景観の形成など良好な都市

景観の形成に努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○  

建築物高層部をセットバッ

クし、分節化することで周辺へ

の圧迫感を低減する。 

建物の周囲に季節感を感じ

られる植栽を施し、快適な歩行

者空間の創出に努める。 

また、「大阪市景観読本」に記

載の主要な視点場からの眺め

に配慮し、大規模建物を中心と

したシルエットの形成やライ

トアップにより、魅力的な眺望

景観及び夜間景観の形成に取

り組む。 
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環境配慮事項 
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方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

３－６ ヒートアイランド 

人工排熱の低減、放熱の抑制、

緑化の推進、水の活用や、クー

ルスポットの創出など施設供用

時における効果的な暑熱対策に

努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

空調設備等に高効率機器を

採用することにより、人工排熱

の削減に努める。 

高反射塗料の利用や保水性

舗装の整備により、放熱の抑制

に努める。 

屋上緑化や壁面緑化などの

緑化の推進に努めるとともに、

地上部では樹冠の大きい樹種

を適所に配置し、緑陰によるク

ールスポットの創出に努める。 

また、路面散水や水面の設置

など水の活用に努める。 

一体的なオープンスペースを確

保するなど海風の誘導に配慮す

ること。また、市街地での適度

な通風の確保のために、細やか

な風通しへの配慮に努めるこ

と。 

○ ○ ○ ○ ○ ○  

建物の外壁面を現状よりも

後退させることによりオープ

ンスペースを確保し、緑化に努

める。木陰の創出など風通しを

体感できる街路樹の整備に努

める。 

３－７ 風害 

事業計画地周辺の風環境特性を

把握し、風害の発生を抑制する

建物配置等について検討するこ

と。 

    ○   

建物の配置及び形状を工夫

することにより、風害の発生を

抑制する。そのうえで、さらな

る対策が必要な箇所には、防風

植栽（高木常緑樹）を配置して、

風環境の緩和を図る。 

３－８ 交通安全 

事業から発生する自動車交通に

起因する交通渋滞の防止を図る

とともに、高齢者や障がいのあ

る人を含めた歩行者の安全性・

快適性の確保に努めること。 

○ ○ ○  ○ ○  

駅と計画地の地下をバリア

フリー動線によって結ぶこと

で車いす利用者等を含む歩行

者の安全で快適な移動経路を

確保する。また、駐車場・駐輪

場の出入口を必要最小限とし、

周辺での交通誘導員による適

切な案内・誘導を実施すること

等の対策により、歩行者等の安

全性・快適性の確保に努める。 

４ 自然環境 

４－１ 地象、水象 

土地の改変にあたっては、事業

計画地及びその周辺における地

形、地質、土質、河川の水量・

水位、海域の潮流・波浪への影

響の回避又は低減に努めるこ

と。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地形、地質及び土地の安定性

に影響を与えることのないよ

う、必要最小限の掘削とする。 
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環境配慮事項 
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方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

地下構造物の建設や地下水採取

にあたっては、地下水脈への影

響の回避又は低減に努めるこ

と。 

○ ○ ○  ○ ○ ○ 

地下躯体等を建設するにあ

たっては、地下工事の範囲低減

に努める。 

遮水性の高い山留壁を難透

水層まで打設し、地下水脈に影

響を与えるような大規模な地

下水の汲上げを行わない計画

とする。 

４－２ 動物、植物、生態系 

土地利用や施設配置の検討にあ

たっては、動物、植物の生息・

生育環境への影響の回避又は低

減に努めること。また、動植物

の重要な生息・生育地をやむを

得ず改変する場合には、改変地

の修復、移植・代替生息地の確

保など適切な措置を講じるよう

努めること。 

○ ○ ○ ○     

良好な緑地、水辺、藻場、干潟

の保全に努めること。 

緑地等の保全にあたっては、事

業計画地周辺の良好な環境との

連続性に配慮するとともに、ま

とまりのある面積の確保に努め

ること。また、緑地帯における

植栽樹種の選定にあたっては、

自然植生への配慮に努めるこ

と。 

○ ○ ○ ○     

土地利用や施設の検討にあたっ

ては、生物多様性の保全に配慮

し、事業計画地及びその周辺地

域における生態系ネットワーク

の維持・形成に寄与する自然環

境を創出するとともに、普及啓

発活動にも努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○  

周辺の貴重な自然環境の特

性を踏まえ、生物の生息・生育

に適した樹種による緑地やビ

オトープの整備を行うことに

より、生態系ネットワークの形

成を図る。 

また、生物観察会の開催等地

元地域と連携して自然に親し

める場としての活用に努める。 

工事による粉じん、騒音、振動、

濁水等が動植物の生息・生育環

境に及ぼす影響の低減に配慮し

た工事計画の策定に努めるこ

と。 

○ ○ ○ ○     
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環境配慮事項 
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方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

４－３ 自然景観 

人工物の位置、規模、形状等に

ついては、周辺景観との調和に

配慮し、良好な自然景観の保全

に努めること。 

○ ○ ○ ○ ○   

建物の高さや外壁の色調な

どに配慮し、周辺との調和を図

る。 

また積極的に計画地内の緑

化を行い、潤いのある景観の形

成に努める。 

４－４ 自然とのふれあい活動の場 

緑地空間、親水空間等を保全す

るなど、自然とのふれあい活動

への影響の回避又は低減に努め

ること。 

また、事業計画地内においては、

人々が自然とふれあうことので

きる緑地空間、親水空間等の創

出に努め、自然を体験・学習で

きる場としての活用に努めるこ

と。 

○ ○ ○ ○ ○ ○  

現況では周辺に緑地は存在

しないが、計画地内の緑化を行

い、高木を配置し木陰を創出す

るなど、自然を感じることがで

きる空間の形成に努める。 

また、屋上緑化の一部を市民

農園として整備し、市民が農業

体験等を通じて自然体験・学習

できる場としての活用を図る。 

５ 歴史的・文化的環境 

５－１ 歴史的・文化的景観 

建物・構造物の配置・デザイン・

色彩等については、周辺の伝統

的景観との調和に配慮し、必要

に応じて植栽等で修景すること

により、歴史的・文化的景観の

保全に努めること。 

○ ○ ○  ○ ○  

地域の歴史的・文化的景観と

の調和を図るとともに、自然景

観に映える温かみのある色使

いを心がける。 

５－２ 文化財 

土地の改変や建物・構造物の設

置にあたっては、文化財の保全

に努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

工事に先立ち、大阪市教育委

員会と協議し、適切に対処す

る。 

６ 地球環境 

６－１ 温室効果ガス、オゾン層破壊物質 

省エネルギー型機器、余熱利用、

地域冷暖房の採用などエネルギ

ーの効率的な利用に努めるこ

と。また、自然光や自然通風の

活用、地中熱・下水熱の利用、

太陽光発電の導入など再生可能

エネルギーの利用に努めるとと

もに、水素などの新たなエネル

ギーの活用について検討するこ

と。さらに、再生可能エネルギ

ーの調達により、エネルギーの

脱炭素化を図ること。その他オ

ゾン層破壊物質の排出抑制に努

めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

省エネルギー機器や高効率

機器を採用し、設備システムの

高効率化を図ると共に、自然光

や自然通風の活用などの自然

エネルギーの利用に努める。 

また、太陽光発電設備や海

水・河川水熱、帯水層蓄熱技術

を利用した熱供給施設を導入

する等自然エネルギーを利用

した建築設備の導入に努める。 

さらに燃料電池など水素を

利用したエネルギーシステム

を導入し、これらの取組によ

り、低層棟のＺＥＢ(ネット・ゼ
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環境配慮事項 
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方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

ロ・エネルギー・ビル)化を図る

とともに、高層棟を含めた施設

全体の低炭素化に向け、再生可

能エネルギーの調達に取り組

む。 

建築物の向きや室の配置等の配

慮や日射遮蔽性・断熱性の高い

部材の採用等による熱負荷の抑

制に努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○  

日射の影響を抑制する室配

置とするとともに、庇、外ルー

バーの採用、断熱性の高い Low-

E 複層窓ガラスや外壁の採用等

により、熱負荷の抑制に努め

る。 

建築物への国産木材の利用を図

ること。 
○ ○ ○ ○ ○ ○  

構造材の一部や内装材等に

ついて、国産木材を利用する。 

最新のデジタル技術を用いたエ

ネルギー管理システムの構築や

行動科学の知見の活用等により

地域やビルで消費されるエネル

ギーの合理的・効率的な利用に

努めること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ビルエネルギー管理システ

ム（ＢＥＭＳ）を導入し、エネ

ルギー使用量や運転状況を一

元的に管理し、ＡＩ等のデジタ

ル技術を活用した分析を行う

など、室内環境とエネルギー性

能の最適化を図るとともに、エ

ネルギー使用量等の「見える

化」により入居テナントや来訪

者の省エネ意識の向上に寄与

する。 

６－２ 気候変動適応策 

コージェネレーションシステム

や再生可能エネルギー、蓄電池

など、災害に強い自立・分散型

エネルギーシステムの導入に努

めること。 

○ ○ ○  ○ ○ ○ 

ガスコージェネレーション

システムを核とした各建物間

でのエネルギー融通によるエ

ネルギーの面的利用を行うと

ともに、太陽光発電と燃料電

池、蓄電池の活用により、災害

時に必要な電源確保を行う。 

関係機関と連携して避難場所等

の提供や地下空間における浸水

対策等風水害対策に取り組むこ

と。 

○ ○ ○  ○ ○ ○ 

ハザードマップの情報を基

に「避難確保計画」を作成する

とともに、平時において水害発

生時の避難訓練を行い、施設利

用者等の水害時（河川氾濫・高

潮・内水氾濫）の円滑かつ迅速

な避難の確保を図る。 

また、地下との接続部に止水

板を設けて地下空間における

浸水対策を行うとともに、事業

活動に最低限必要となる熱源・

電気設備が浸水による影響を

受けないよう設置場所に配慮

する。 
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環境配慮事項 

面
整
備 

交
通
施
設 

供
給
・
処
理
施
設 

埋
立
事
業 

建
築
物 

駐
車
場 

地
下
利
用
施
設 

大規模建築物に係る 

方法書記載例 

（環境配慮の内容） 

７ 次世代への貢献 

７－１ 環境イノベーションの創出 

新たなエネルギー・脱炭素技術

など最先端の環境技術のうち、

社会実装に向けて開発・実証段

階にある革新的な技術について

積極的に導入を検討すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

発電・蓄電・熱源設備等の散

在するエネルギー源を遠隔で

⼀括制御し、電力需給の調整を

行うＶＰＰ（バーチャルパワー

プラント）の実証事業に参画す

る。 

 

 

４ その他の留意事項 

 

本制度では評価書においてそれまでに検討した環境配慮の内容が示され、これに基づ

き事業が実施される。 

本制度で対象とする事業は、評価書作成後工事完了までに長期間を要するものが大半

であり、その間も科学技術は常に進展していることから、評価書作成以降も最新の知見を

参考に、より効果的なものを選択し、事業計画に反映する必要がある。 
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おわりに 

 

今後、環境影響評価を通じて市域の大規模事業等が経済・社会・環境の統合的な向上に

資するものとなるよう、事業計画を検討する早期の段階から SDGs 達成に資する環境配

慮が適切に行われるよう制度の運用を要望する。 


